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中小・ベンチャー・中堅企業の皆さまへ

知財総合支援窓口運営業務（独）工業所有権情報・研修館事業

INPIT熊本県知財総合支援窓口

相談事例集

令和元年度版この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。

Aリサイクル適正

◉窓口における支援
○当該窓口に配置された支援担当者が、課題等をその場で受け付けアイデア段階から事業展開、海外展開までの
課題等に対してワンストップで解決を図る。

○中小企業等の利用可能な知財支援策の紹介や、特許等の出願手続（電子出願用端末機器を利用した電子出願を
含む）に関する説明を行う。

○専門性の高い課題等に対しては、弁理士や弁護士等の知財専門家を活用して（内容によっては複数人でチームを
組んで）窓口の支援担当者と共同して解決を図る。

◉支援機関との連携
○関係する支援機関やその機関の専門家と十分に連携し、効率的・網羅的に課題等の解決を図る。

◉知的財産を有効に活用できていない中小企業等の知的財産活用の促進
○知的財産の意識が不十分なまま事業活動を行っている中小企業等に対する知的財産活用の重要性への“気づ
き”（意識）を醸成し、中小企業等の持つ有用技術等を発掘することにより、知的財産を事業展開に効果的につな
げる支援を行い知的財産活用の促進を図る。

記載記事を許可なく転載することを禁じます。
WEBサイトへ許可なくアップするなどの再利用も禁じます。

INPIT熊本県知財総合支援窓口
〒862-0901
熊本県熊本市東区東町3-11-38　熊本県産業技術センター　電子機械分館3F

◆お問い合わせ

TEL：096-285-8840  FAX：096-285-8841
ホームページURL：https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/kumamoto/

注意事項

知財相談事例集
第7版

知財総合支援窓口
2019年6月発行

知財総合支援窓口の事業概要

ワンストップサービス 訪問相談も致します経営課題の解決を支援
知財総合支援窓口のご案内知的財産に関する悩み事など

このような支援体制で対応いたします
知財総合支援窓口

中小・中堅
企業等

連携機関

派遣配置

知的財産に関する

悩み・課題
連携

制度説明・調査方法

電子出願支援など

訪問相談

訪問相談（支援担当者同行）

貴社への訪問も可能です

窓口に配置する支援担当者が
貴社の知的財産に関する悩み
や課題を解決支援致します。
知財制度の説明、先願調査、電
子出願のサポート、知的財産
に関する各種支援策の紹介

支援担当者
知財専門家
（弁理士・弁護士など）

様々な企業活動の中にある知的財産の種が、
企業にとって無限の可能性を秘めています！

より高度で専門的
な内容については、
知財専門家と連携
して的確に解決支
援致します。

知的財産を事業の発展にうまく有効活用が行えていない中小企業などを発掘し、
知的財産活用の促進を行っています。お気軽にご相談ください。 •INPIT

•特許庁
•九州経済産業局
•自治体
•商工会
•商工会議所
•よろず支援拠点
•公設試
•弁護士知財ネット
•日本弁理士会
•金融機関
•長崎税関
•JETRO

•弁理士
•弁護士

•弁理士
•弁護士
•デザイナー
•中小企業診断士
•海外知財PD
•ブランド専門家　等

専門家



事業のステージと知財活動

●知財教育・知財マインド向上
●知財の棚卸し
●知財体制構築
●職務発明
●ノウハウ、営業秘密の管理

知財管理

●アイデアの抽出
●アイデアのブラッシュアップ
●先行技術調査
●共同開発（契約）

研究開発

●産業財産権制度
●出願手続き
●中間処理（拒絶理由対応等）
●権利維持管理

知財の
権利化

●製造委託
●資金（補助金情報等）
●海外展開
●新規事業（下請けからの脱却等）
●警告書
●無効審判、係争

事業展開

事
業
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＜商号と商標の違いに関する相談＞
• 商号（会社名や屋号）と、商標とは、どの様に違うのか？

＜知財教育に関する相談＞
• 社員の知財マインド向上のために知財教育を実施して欲しい。

＜知財体制構築に関する相談＞
• 自社で保有している知財を、無駄が無いように整理したい。
　どのように進めれば良いのか？

＜職務発明に関する相談＞
• 職務発明とは？ また、その考え方やどの様な管理が必要なのかを教
えて欲しい。（平成27年特許法改正後）

＜ノウハウ・営業秘密に関する相談①〉
• 特許又は実用新案として出願したほうが良いのか？ 
　それともノウハウとして秘匿していた方が良いのか相談したい。

＜ノウハウ・営業秘密に関する相談②＞
• 会社の秘密情報は、どのように管理すればいいのか？

＜先行技術調査に関する相談＞
• 新製品の開発にあたり、他社特許を侵害していないか調査したい。
• アイデアを考えたので、類似技術が存在するか調査したい。

＜先登録商標に関する相談＞
• 新商品を開発する。商品名を商標として登録したいが、先に登録され
ていないか調査したい。

＜契約に関する相談＞
• 他社と共同開発を行う。知財面で不利とならない契約を結びたいの
で、どのような事に注意すれば良いのか？

＜産業財産権制度に関する相談①＞
• 産業財産権とは？ また、どのような種類があるのか？

＜産業財産権制度に関する相談②－1＞
• 特許制度とは？

＜産業財産権制度に関する相談②－2＞
• 特許における「新規性」及び「進歩性」の考え方について。

＜産業財産権制度に関する相談③＞
• 実用新案制度とは？

＜産業財産権制度に関する相談④－1＞
• 商標制度とは？

＜産業財産権制度に関する相談④－2＞
• 商標の種類はどんなものがあるのか？

＜産業財産権制度に関する相談④－3＞
• 新しいタイプの商標について教えて欲しい。

＜産業財産権制度に関する相談④－4＞
• 商標の登録要件とは？ Part1

＜産業財産権制度に関する相談④－5＞
• 商標の登録要件とは？ Part2

＜産業財産権制度に関する相談④－6＞
• 商標の不使用取り消し審判及び、権利範囲について。

＜産業財産権制度に関する相談⑤＞
• 意匠制度とは？

＜手続に関する相談①＞
• 特許と実用新案の権利化手続の違いと、費用の違いについて教えて欲
しい。

＜手続に関する相談②＞
• 商標の権利化手続と、費用について教えて欲しい。

＜手続に関する相談③＞
• 意匠の権利化手続と、費用について教えて欲しい。

＜中間処理に関する相談＞
• 特許庁から拒絶理由通知書が届いた。どう対応したら良いのか教えて
欲しい。

＜特許料の納付に関する相談＞
• 特許料の第4年分以降の納付期限が過ぎてしまった。救済処置があれ
ば教えて欲しい。
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＜商標の更新に関する相談＞
• 商標の更新手続を忘れていた。救済処置があれば教えて欲しい。

＜海外展開に関する相談①＞
• 外国に特許を出願したい。
　その手続と費用について教えて欲しい。

＜海外展開に関する相談②＞
• 外国に商標を出願したい。
　その手続と費用について教えて欲しい。

＜海外展開に関する相談③＞
• 外国に意匠を出願したい。
　その手続と費用について教えて欲しい。

＜海外展開に関する相談④＞
• 海外への事業展開における知的財産のリスクと、その対応方法を教え
て欲しい。

＜権利侵害に関する相談①＞
• 他社から当社製品が権利侵害しているとの警告書が届いた。
　どのように対応すればよいのか？

＜権利侵害に関する相談②＞
• 他社が当社の権利を侵害しているのを発見した。
　どのように対応すればよいのか？
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知財管理
＜商号と商標の違いに関する相談＞
●商号（会社名や屋号）と、商標とは、どの様に違うのか？
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＜知財教育に関する相談＞
• 社員の知財マインド向上のために知財教育を実施して欲しい。

＜知財体制構築に関する相談＞
• 自社で保有している知財を、無駄が無いように整理したい。
　どのように進めれば良いのか？

＜職務発明に関する相談＞
• 職務発明とは？ また、その考え方やどの様な管理が必要なのかを教
えて欲しい。（平成27年特許法改正後）

＜ノウハウ・営業秘密に関する相談①〉
• 特許又は実用新案として出願したほうが良いのか？ 
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• 他社と共同開発を行う。知財面で不利とならない契約を結びたいの
で、どのような事に注意すれば良いのか？

＜産業財産権制度に関する相談①＞
• 産業財産権とは？ また、どのような種類があるのか？

＜産業財産権制度に関する相談②－1＞
• 特許制度とは？

＜産業財産権制度に関する相談②－2＞
• 特許における「新規性」及び「進歩性」の考え方について。

＜産業財産権制度に関する相談③＞
• 実用新案制度とは？

＜産業財産権制度に関する相談④－1＞
• 商標制度とは？

＜産業財産権制度に関する相談④－2＞
• 商標の種類はどんなものがあるのか？

＜産業財産権制度に関する相談④－3＞
• 新しいタイプの商標について教えて欲しい。
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• 商標の不使用取り消し審判及び、権利範囲について。
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• 意匠制度とは？

＜手続に関する相談①＞
• 特許と実用新案の権利化手続の違いと、費用の違いについて教えて欲
しい。

＜手続に関する相談②＞
• 商標の権利化手続と、費用について教えて欲しい。

＜手続に関する相談③＞
• 意匠の権利化手続と、費用について教えて欲しい。

＜中間処理に関する相談＞
• 特許庁から拒絶理由通知書が届いた。どう対応したら良いのか教えて
欲しい。

＜特許料の納付に関する相談＞
• 特許料の第4年分以降の納付期限が過ぎてしまった。救済処置があれ
ば教えて欲しい。
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＜商標の更新に関する相談＞
• 商標の更新手続を忘れていた。救済処置があれば教えて欲しい。

＜海外展開に関する相談①＞
• 外国に特許を出願したい。
　その手続と費用について教えて欲しい。

＜海外展開に関する相談②＞
• 外国に商標を出願したい。
　その手続と費用について教えて欲しい。

＜海外展開に関する相談③＞
• 外国に意匠を出願したい。
　その手続と費用について教えて欲しい。

＜海外展開に関する相談④＞
• 海外への事業展開における知的財産のリスクと、その対応方法を教え
て欲しい。

＜権利侵害に関する相談①＞
• 他社から当社製品が権利侵害しているとの警告書が届いた。
　どのように対応すればよいのか？

＜権利侵害に関する相談②＞
• 他社が当社の権利を侵害しているのを発見した。
　どのように対応すればよいのか？
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重要
社名の商号登記と商標登録は、セットで実施しておく。
商号登記の前に、必ず商標として問題が無いかを検証しておく必要がある。

商号とは
商人や会社の名称であり、商法や会社法によって規定され、法務局等に商号登記を行う。

　同一市町村内であっても他人の商号と少しでも異なる（類似を含む）ものであれば登録する事ができ、全
く同じ商号であっても異なる市町村であれば登録する事ができる。

商標とは
事業者が商品・サービスに使用するマーク
他の商品・サービスと区別するためのマーク

　商標登録すれば、日本国内において、その商標を指定商品（指定役務）に使用する独占権を得る事が
できる。
　更に、その類似範囲（類似商標・類似商品等）における他人の使用を禁止する事ができる。
　また、その類似範囲では他人が新たに商標を登録する事も出来ない。

登録要件 同一の市町村内において他人の商号と同一のもの ⇒ ×

商標権 マーク（文字・図形など）　＋　使用する商品・サービス

例

○インターネットの普及等による流通や情報の拡がりを鑑みても、会社が事業を展開して行く上で、社名（商号）
を商品・サービスに商標として使用することは非常に多い。

○商号登記では、他人が同じ名称を使用する事を禁止できないため、他人が商標登録を先に行ってしまえば、事
実上、その商号を自社事業に使用し続けることは困難となる。　

◉商号登記を行ったからと言って、その名称を商標登録せずに自社事業に
使用する事は、非常に危険である。

参考資料
※「知的財産権制度説明会（初心者向け）テキスト」
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知財管理
＜知財教育に関する相談＞
●社員の知財マインドを向上するために知財教育を実施して欲しい。

＜知財体制構築に関する相談＞
●自社で保有している知財を、無駄が無いように整理したい。どのように進めれば良いのか？

知財管理

◉H25年度以降、熊本県内の中小企業：15社に対して、のべ31回の知財教育を
実施しております。
○活発な質疑応答や意見交換ができ、且つ知財に対する関心の深さが窺えて、非常に好評でした。

○社員の知財活動に対するマインド向上が図れたと、評価を頂きました。

当窓口で準備している教育カリキュラムの一例

１．知財とは？（基礎編）
特許、実用新案、意匠、商標についての基礎編も含む

２．特許登録要件：新規性・進歩性の考え方について
ケーススタディを含む

３．特許（実用新案）明細書の見方

４．特許（実用新案）の先願検索方法

５．商標の先願検索方法

６．中間処理について

７．ビジネス特許について

８．外国出願について

９．商号と商標の違いについて

など、さまざまなご要望に対応して実施しております。
講義テキストは当窓口にて、其々準備しております。

■ 実　績

◉「管理台帳」の作成が非常に有効！！

発明提案書と知財管理台帳 商標管理台帳

棚卸実施の検討事項

○自社製品に現在使用しているか？
○自社が保有することで他社が使用できない（製品を作りたくとも作れない）状態になっ
ているか？
○自社製品の特長／特性をカバーしているか？
○審査請求は必要か？（審査請求前）
○外国出願は必要か？（出願1年未満）

○美観、あるいは形となって表れる技術として自社製品を有効にカバーできているか？
○自社製品の特長／特性を表現できているか？

○自社製品に現在使用してるのか？
○使用していない場合、今後使用する予定はあるのか？
○指定商品／役務の範囲は適切か？
○外国対応は必要か？

特許・実用新案

意　　　　匠

商　　　　標

◉自社保有知財の棚卸を実施する
　先ず、自社がどのような知財を、どれだけ保有しているのか？を明確にし、以下に示すような内容を検討し
ながら進めることが重要です。
　また、特に特許・実用新案は、保有年数によって掛かる特許料・登録料が増加しますので、費用対効果の検
討も重要となってきます。

○発明（アイデア）提案書やデザイン提案書とリンクして
管理する。
○適用製品の情報や権利維持状況などを記載

特許/実用新案/意匠
○更新期限や使用の有無などを記載。

意匠/商標

　当窓口では、窓口担当者が御社へ訪問し、中小企業の社員の皆様への知財教育を実施して
おります。

知財に関する社内研修をご希望の方は、
窓口へご連絡ください！
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知財管理
＜職務発明に関する相談＞
●職務発明とは？
　また、その考え方やどの様な管理が必要なのか教えて欲しい。（H27年特許法改正後）

＜ノウハウ・営業秘密に関する相談①＞
●特許又は実用新案として出願したほうが良いのか？
　それともノウハウとして秘匿していた方が良いのか相談したい。

特許として出願し、権利取得を目指すべきか！？
それとも、ノウハウとして社内に秘匿しておくべきか！？

特　　許 ノウハウ
•独占権が付与される
⇒他社の使用を排除できる
⇒特許使用料等の利益を得ることができる

• 特許庁へ出願し、登録されなければ権利
が発生しない
•特許とした技術が公開される
⇒マネされる危険性が高い
•保護期間が有限（20年）

•秘密性が保持される
　⇒秘密である限り永久に保持できる
•特許庁への手続きや費用が不要
• 特許性が無いものであっても財産価値を
生む

•独占権を主張できない
⇒ノウハウを利用された場合、それが違
法でない限り差し止めができない

• 他社に出願された場合、先使用権を立証
できないと利用できなくなる
•秘密管理の徹底が必要

利　点

欠　点

◉『特許は取りたい（権利化したい）けど、公開はしたくない』
　公開してもよい技術のみにて特許性（新規性・進歩性）が確保できるのであれば、秘密にしたい技術
をブラックボックスとして隠して出願することで権利化することも可能である。この時、どの程度まで
隠すかがテクニックとなるため、専門家（弁理士）に相談すると良い。

◉特許とノウハウの違い

１. 特許取得した場合、他社による権利侵害を発見することが容易であるかどうか？
⇒例えば「製造方法」に関する特許などは、製造している現場を覗かない限り侵害を発見することができな
いため、特許出願しない方が良い場合がある。

２. 公開しても良い技術であるかどうか？
⇒例えばセキュリティの分野等は、その技術をみだりに公開することができない。
⇒「秘伝の○○」のように、絶対に知られたくない技術。

３. ノウハウとして秘匿した場合、他社から見抜かれやすいか？
⇒技術をブラックボックス化できるかどうかの見極めが重要。

重要な判断

■ 判断の要点

ノウハウは特許と同様に産業上有用であり、
知的財産として扱われるため、譲渡や実施
許諾の対象となる。よって、ノウハウの財産性
をいかに保持するかという点が重要である。

◉職務発明の権利の帰属（特許法第35条）

「相当の利益」は指針（ガイドライン）に
沿って決定し付与される

◉管理上の注意点
○会社は、契約、勤務規則等にて予め会社に特許を受ける権利を取得する事を定めた時は、その特許を受け
る権利は、その特許が発生した時から会社に帰属することが出来ます。

○従業者は、その特許を受ける権利を取得させた場合は、『相当の利益』を受け取る権利を有します。
○会社が従業者に支払う『相当の利益』の内容は、会社と従業員間の自主的な取り決め（職務発明規程
等）に委ねられ、その基準は経産大臣が定める『指針』に照らして適正でなければなりません。また、会
社は『相当の利益』について定めがない場合には、その発明により会社が受ける利益、会社が行う負担、
貢献、及び従業員への処遇その他の事情を考慮して適切に決定しなければなりません。

　会社が多額の開発投資を行った結果として生まれた発明について従業者個人が特許を取得することと
なれば、会社は開発投資に見合った収益を得られず、開発投資への意欲を失わせてしまう。そこで、発明者
（原始的に特許を受ける権利を有する）である従業者との利益のバランスをとるために生まれた制度です。

職務発明とは？

従業者の発明

従業者に帰属
無し

有り

特許権を取得
第三者に

譲渡、許諾可能

特許発明を
無償で実施する
権利を持つ（　　  ）

発生当初から
使用者に帰属 特許権を取得

使用者から
「相当の利益」を
受ける権利を持つ

特許を受ける権利 従業者（研究者等） 使用者（企業等）

職務発明：会社等に勤める従業者が会社の仕事として
　　　　　研究・開発した結果完成した発明

自由発明：職務発明以外の従業者の発明

職
務
発
明
に
つ
い
て

特
許
を
受
け
る
権
利
の
有
無

（
職
務
発
明
規
程
等
）

知財管理

　特許法は、発明を行った者が特許を受ける権利を有すると定めています。（特許法29条1項柱書）

　但し、会社の従業員が職務上行った発明『職務発明』に関しては、以下のように取り扱われます。
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知財管理
＜ノウハウ・営業秘密に関する相談②＞
●会社の秘密情報はどのように管理すればいいのか？

＜先行技術調査に関する相談＞
●新製品の開発にあたり、他社特許を侵害していないか調査したい。
●アイデアを考えたので、類似技術が存在するか調査したい。

研究開発

不正競争防止法上の要件、

秘密管理性、有用性、非公知性 を満たすこと

人的管理
自社従業員：雇用契約/就業規則/入社時誓約書/営業秘密管理規定等

退　職　者：秘密保持契約（誓約書）/競業避止義務契約

派遣従業者：派遣元企業との秘密保持契約

転　入　者：元職場での契約関係確認

取　引　先：契約中に秘密保持規定、契約中に秘密取扱規定

技術的管理
ル　ー　ル：従業者が知っておくべき情報セキュリティのルールについて、規定や文書等で明示する。
システ ム：電磁的に記録された営業秘密は、不特定多数の従業員等にみられることがないよう技術的

なアクセス制限実施

社　　　外：物理的な管理 ⇒ 警備体制の強化
電 子 媒 体 ⇒ ウイルス感染、不正アクセス等外部侵入防止強化

物理的管理
秘 密 表 示：従業者等が見たらはっきり分かるように表示
保　　　管：他の資料とは別に保管し、保管場所は、責任者による施錠管理を実施
取　扱　い：持ち出し、複製は禁止が望ましいが、許可制の場合適切なルールを作成し、遵守を徹底する。
施 設 管 理：部外者立入禁止表示等、第三者の立ち入り制限実施。

秘密管理性 … 秘密として管理されていること

有　用　性 … 生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術
　 または営業上の情報であること

非 公 知 性 … 公然と知られていないこと

　J-PlatPatは、INPIT（独立行政法人工業所有権情報・研修館）のホームページ（下記URL）から利用す
ることができます。

　URL： https://www.j-platpat.inpit.go.jp/
　⇒ 窓口担当者が、簡易的な検索方法を説明します。
　　 J-PlatPatの簡単検索ガイドを準備しております。
　⇒ 検索結果から、侵害しているかどうかの検討を支援します。
　⇒ 他者特許権との関係は、専門家に相談することができます。（無料）

◉アイデアに関する類似技術の調査を支援します！
○「類似技術」は、先願特許や、既に存在する類似製品等の技術情報を検索する必要があります。

○先願特許検索は、上述のJ-PlatPatを用いて検索します。

○類似製品等の検索は、インターネットを用いて検索します。 
　⇒インターネット検索（Google、Yahooなど）では、キーワードを入力して行います。
　そのキーワードは、J-PlatPat検索の結果（公開公報など）から拾い上げて実施すると効果的です。

◉新製品の内容をお聞きし、他社特許の検索を支援します！
先行技術検索は、「特許情報プラットフォーム・J-PlatPat」を用いて実施します。
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＜契約に関する相談＞
●他社と共同開発を行う。知財面で不利とならない契約を結びたいので、どのような事に
注意すれば良いのか？

研究開発
＜先登録商標に関する相談＞
●新商品を開発する。商品名を商標として登録したいが、先に登録されていないか調査し
たい。

研究開発

　J-PlatPatは、INPIT（独立行政法人工業所有権情報・研修館）のホームページ（下記URL）から利用す
ることができます。

　URL： https://www.j-platpat.inpit.go.jp/
　⇒ 窓口担当者が、簡易的な検索方法を説明します。
　　 J-PlatPatの簡単検索ガイドを準備しております。
　⇒ 検索結果から、他人の商標権を侵害しているかどうかの検討を支援します。
　⇒ 他者商標との関係は、専門家に相談することができます。（無料）

◉商品名に関する類似調査を支援します。
○「商標検索」は、他人の登録商標と類似していないか、その名称が普通名称化していないか検索を行
う必要があります。

○類似商標の検索はJ-PlatPatを用いて検索します。

○普通名称化していないかの検索は、インターネット等を用いて検索します。（Google、Yahoo等）

◉商品および商品名をお聞きし、検索方法をご説明します。
先願調査は、「特許情報プラットフォーム・J-PlatPat」を用いて実施します。

◉共同開発（研究）契約とは？
　特定の技術や製品の研究開発を他の企業等と共同で行う際に締結する契約
　共同研究を行う際に、不測の事態を避けるため、事前に双方の権利義務を定めておく契約

◉秘密保持契約時に注意すべき情報
（開示とは、契約後、情報公開請求者に個別に情報を明らかにし示すこと）
○開示時点で自ら保有しておりそれを証明できる情報
○開示時点ですでに公知であったことを明確にする情報
＊甲（保有情報A）と、乙（保有情報A、B）とが、共同で情報Cを開発するために秘密保持契約を締結するに当
たり、前提として甲は、情報Bが公知であると認識していた際、
甲からみると、すでに保持していた情報として情報A、公知の情報として情報Bとなるが、
乙からみると、情報A、B共自社保有情報となり、取り決めなく契約締結した場合、
契約締結後に甲は情報A、Bを自由に使用できなくなる可能性があるため。

他にも、注意すべき情報がありますので、窓口ご相談ください

契約時注意点

① 必ず書面で、万一に備え詳細に契約す
ること
時間の経過とともに　言った　言わないとト
ラブルの元になる。

② 秘密情報の取り扱いを明確にする
共同研究開発に提供する特許、ノウハウ・情
報等については、
・既保有の特許を相手と共有化する場合は、
慎重に。
・守秘義務や使用範囲を明確に。

③ 秘密保持義務など期間を明確にする
研究開発期間（特に終期）を決めること。

④ 成果物（特許等）の帰属を明確にする
特許化などにおいては、共同出願とすること等。

⑤ 成果物の実施許諾の取り決め
相手方の第三者へのライセンスは同意事項に。
成果物の実施の態様を考慮して、相手から所
用のライセンス料あるいは補償を確保するこ
と。

⑥ 成果の公表時期など明確にする
出願前の発売、論文発表等は控えること。

職務発明規定
秘密管理規定
ライセンス
ノウハウ

職務発明規定
秘密管理規定
ノウハウ

研究・開発・実用化

秘密保持契約、
共同研究・開発契約
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＜産業財産権制度に関する相談①＞
●産業財産権とは？　また、どのような種類があるのか？

知財の権利化
＜産業財産権制度に関する相談②－1＞
●特許制度とは？

知財の権利化

○人間の創造的活動で生み出されたもの
⇒ 発明、考案、意匠、著作物など

○事業活動に用いられる商品を表示するもの
⇒ 商標、商号など

○事業活動に有用な技術上又は営業上の情報
⇒ 企業秘密、ノウハウなど

知的財産
（知財）

目的：産業の発展に寄与する

特許庁が所管する以下の4つ（知財4法）

模倣防止の保護 独占権 取引上の信頼 研究開発への
インセンティブ

特　　許
（特許法）

実用新案
（実用新案法）

意　　匠
（意匠法）

商　　標
（商標法）

「知らなかった」ではすまされない権利

客観的な内容を同じくするものに対する

絶対的な支配権

ものまねしてはいけない権利

特許庁や農水省への
登録によって発生する権利

特　許　権（特　許　法）

実用新案権（実用新案法）

意　匠　権（意　匠　法）

商　標　権（商　標　法）

育 成 者 権（種　苗　法）

新しい技術や製品 新しいデザイン マークや商品名

他人が独自に創作したものには及ばない

相対的な支配権
登録を要しない権利

著　作　権（著 作 権 法）

商品表示、商品形態、営業秘密
（不正競争防止法）

◉特許制度とは？
発明に独占権を与え、その発明を公開することで技術の向上と産業の発展を推進するため
のもの。
《特許法第1条》
発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする

◉特許の登録要件

◉特許法上の発明とは？
『発明』＝自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの

×人為的な取り決め：ゲームや遊戯方法、計算方法
×自然法則に反するもの：永久機関など
×自然法則そのもの：万有引力の法則、慣性の法則
など

○「技術」：目的達成の具体的手段、実際に利用でき、
知識として伝達できる

○誰がやっても同じ結果が得られる
×個人の技能によるもの：達人の技巧、絵画、彫刻

○新しいことを創り出すこと
×何も作り出さない「発見」や「解明」はダメ

○大型コンピュータ等のように産業に大きな影響をもたらすも
のに限られるものでは無い。
「高度」とは、実用新案法の「考案」と区別するためのものであ
るので、「発明」に該当するか否かの判断に当って、「高度」では
ないという理由で「発明」に該当しないとされることはない。

自 然 法 則

技術的思想

創　　　作

高　　　度

発
明
の
保
護

（
権
利
者
）

発
明
の
利
用

（
第
三
者
）

特許権（独占権）
一定期間独占権の付与
（模倣に対して、やめなさい！
と言える権利）

公　開
○公開された発明を基に、改良
技術の開発促進（改良発明の
誘発、新たな発明の機会）
○特許発明等の利用の普及に
貢献

産業上利用できる

公序良俗に反しない

新しい（新規性）

容易に思いつかない（進歩性）

同一発明につき、先に特許出願がされていないこと（先願優先）

明細書等の出願書類が一定の要件を満たしている

大
前
提：『
発
明
』で
あ
る
こ
と

ゲーム 万有引力計算方法

絵画 彫刻

フォーク
ボール
の投げ方

新種の発見
エックス線
の発見

日常品ロケット

新鉱物
の発見

特許は発明を
公開することが前提
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＜産業財産権制度に関する相談②－2＞
●特許における「新規性」及び「進歩性」の考え方について。

知財の権利化
＜産業財産権制度に関する相談③＞
●実用新案制度とは？

知財の権利化

30日以内

◉新規性とは？
発明が客観的に新しいものであること

◉進歩性とは？
当業者にとって、公知の技術を利用して容易に創作することが可能な発明は「進歩性」がな
いとされ、特許権を得ることができない。
当業者（発明の属する技術分野の知識を有する者）からみて、その発明に至る考え方の道筋
が容易であるかを判断します。

❶公然と知られた発明や実施された発明を
単に寄せ集めただけにすぎない発明

❷発明の構成要素の一部を置き換えたにすぎない
発明

○本人の出願 ⇒ 他人の先出願が冒認である事を証明できなければ拒絶される。
○他人の出願 ⇒ 本人の論文が公知技術となり拒絶される。

本　人 論文等で発表 30条適用出願 証明書類の提出

他　人 他人の出願

1年以内

公開態様に限定はない
○インターネットで発表する ○展示会（博覧会等）へ出品する
○テレビ・ラジオで発表する ○刊行物に発表する
○集会（学会等）で発表する ○販売する
○記者会見する ○試験を行う　　　　　　　等

発表と出願のタイミング

新規喪失の例外

「新規性がある」とは、以下に示すような発明に該当しないことを言う

発明が初めて
公知となるその結果

特許出願前に、日本国内又は外国において、

公然と実施された発明
（販売、製造状況の不特定
者見学）

公然と知られた発明
（発表、テレビ放映）

「公然」とは、
守秘義務を
負わない人に
公にすること

頒布された刊行物に記載された
発明、電気通信回線を通じて公
衆に利用可能となった発明
（特許公報、論文、CD-ROM、書籍、イ
ンターネット）

◉実用新案の保護対象
= 物品の形状、構造又はその組合せに係る考案

無審査登録制度
　早期登録の観点から、方式・基礎的要件の審査のみ行い、新規性・進歩性等の実体審査は行わない
無審査登録制度を採用

空間的に一定の形を保有したもの、商取引の対象となり自由に運搬可能な商品で
使用目的がはっきりしたもの

実用新案技術評価の請求（実用新案法第12条）
　実用新案権の有効性を判断する材料として、特許庁審査官が出願された考案の新規性、進歩性など
に関する評価を行い、請求人に通知する

実用新案権の行使（実用新案法第29条の２）
　実用新案権は、実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければ、行使することができない

ガ
ラ
ス
製

陶
器

キャスター
付き

物品とは

線や面などで表現された外形的な形。例：歯車の歯形、工具の刃型形状とは

空間的、立体的に組み立てられた構成で、平面図、立面図等で表現されるもの構造とは

物品の二個またはそれ以上のものが分離した形態で、使用により機能的に互いに
関連して使用価値を生むもの。
例：ボルトとナットからなる締結具

組み合わせ
とは

進歩性がない発明の一例
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＜産業財産権制度に関する相談④－1＞
●商標制度とは？

知財の権利化
＜産業財産権制度に関する相談④－2＞
●商標の種類にはどんなものがあるのか？

知財の権利化

○事業者が商品・サービスに使用するマーク
○他の商品・サービスと区別するためのマーク

=商標とは

商標とは、事業者が、自己（自社）の取り扱う商品・サービスを他人（他社）のものと区別するために使用する

マーク（識別標識）です。

○商標権は、マークのみからなる権利ではない。

○商標権は、マークとそれを使用する商品・サービスとを組み合わせて一つ
の権利となる。

○商標権の効力は、マークと商品・サービスが同一のものだけでなく、それ
ぞれ類似するものまで及ぶ。

カルビー株式会社 明治ホールディングス株式会社

登録第4413658号 登録第4209985号 登録第0840698号 登録第5522267号

◉商標登録出願の種類

◉商標の種類

出願人の業務に係る商品又は役務に使用する商標を登録するため
の出願商 標 登 録 出 願

事業者を構成員に有する団体が、その構成員に使用させる商標を登
録するための出願団体 商 標登 録出願

地域の名称及び商品又は役務の名称からなる商標であって、事業者
を構成する団体が、その構成員に使用させる商標を登録するための
出願

地域団体商標登録出願

登録商標を使用した結果、著名なものとなったことによって、その登
録商標を他人が分野の異なる商品役務に使用させた場合であって
も、出所の混同を生じさせることがあることから、他人の当該登録商
標の無断使用を排除させるための出願

文字のみからなる商標
（標準文字もあり）

防護商標登録出願

文 字 商 標
商標を立体化したもの、容器
等を特殊な形状にして商標
として使用するもの、人物や
動物等を立体化し商標とし
て使用するもの

立 体 商 標

異なる意味合いを持
つ文字と文字を組み合
わせた商標や、文字、図
形、記号、色の2つ以上
を組み合わせた商標

結 合 商 標
写実的なものから図
案化したもの、幾何学
的模様等の図形から構
成される商標

図 形 商 標

＊このほか平成27年からP16の商標が新しく追加されました。
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＜産業財産権制度に関する相談④－3＞
●新しいタイプの商標について教えて欲しい。

知財の権利化
＜産業財産権制度に関する相談④－４＞
●商標の登録要件とは？　Part１

知財の権利化

◉新しい商標
【商標法の改正（保護対象の拡充）】　平成27年４月１日施行

動き、ホログラム、色彩、音、位置の商標を追加

文字や図形等が時間の経過
に伴って変化する商標

動き商標

見る角度によって変化して
見える文字や図形など商標

ホログラム商標

単色又は複数の色彩の組
合せのみからなる商標

色彩のみからなる商標

音楽、音声等からなる商標で、
聴覚で認識される商標

音　商　標

文字や図形等の標章を商品な
どに付する位置が特定され
る商標

位置商標

① 自己と他人商品・役務（サービス）とを区別することができないもの

② 公共の機関のマークと紛らわしい等公益性に反するもの

以下に該当する商標は、登録を受けることができません。

商標登録第2635408号

商標登録第2685160号

国旗、菊花紋章等 国際機関の標章等 赤十字の標章 国・地方公共団体の標章等

商標登録を受けることができない商標

○国家・菊花紋章・勲章又は外国の国旗と同一又は類似の商標

○公序良俗を害するおそれがある商標

指定商品「菓子」に、商標「〇〇おせんべい」

○商品・役務の品質（質）の誤認を生じる恐れがある商標

商品・役務の普通名称

慣 用 さ れ て い る 商 標

産 地 や 品 質 等 の 表 示

あ り ふ れ た 氏 、名 称

極めて簡単かつありふれた標章

その他、需要者が誰の業務
に係る商品又は役務である
かを認識できないもの

商品「パーソナルコンピューター」について

パソコン

商品「清酒」について

正　　宗

商品「肉製品」について

炭焼き

鈴木、佐藤商店

AB、100

企業理念、経営方針としてのみ
認識されるもの

現元号（令和、REIWA等）等

当該マークを使用した
結果、全国的に有名に
なったものは例外的に
登録可能
（例）

きょう激、卑わいな文字、図形 人種差別用語 国際信義に反するもの
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＜産業財産権制度に関する相談④－5＞
●商標の登録要件とは？ Part2

知財の権利化
＜産業財産権制度に関する相談④－6＞
●商標の不使用取り消し審判及び、権利範囲について。

知財の権利化

③－1 他人の登録商標と紛らわしいもの

③－2 周知・著名商標等と紛らわしいもの

以下に該当する商標は、登録を受けることができません。 登録商標を使用していないときは、取消の対象となる。

商標登録を受けることができない商標

商標の類否判断
商標が互いに類似しているかどうかは、「商標審査基準」に基づいて、

それぞれの要素を総合的に判断

他人の登録商標と
同一又は類似の商標

○他人の氏名（名称）、著名な芸名、略称等を含む商標

○他人の業務に係る商品・役務と出所の混同を生ずるおそれがある商標

○他人の業務に係る商品・役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標

○他人の周知商標と同一又は類似で不正の目的をもって使用をする商標

○他人の登録商標と同一又は類似する商標であって、その商標登録に係る指定商品・役務と同一又は類似商

品の商品・役務について使用する商標

　たとえ商標登録されていない他人の商標、名称であっても以下に該当する場合は、第三者による登録不可。

他人の登録商標の指定商品・指
定役務と同一又は類似の商品・
役務を指定

かつ 登録できない

どのような商品・役務が互いに類似するかについては、商品・役務の「区分（第○類）」ではなく、「類似商品・役
務審査基準」に基づいて判断

称　呼
（呼び方・読み方）

外　観
（見た目）

観　念
（意味合い）

専用権：自分が商標登録を独占的に使用する権利
禁止権：他人の使用を排除する事ができる権利

登録の不使用による取消審判（不使用取消審判）

商標権の効力が及ぶ範囲

登録商標の使用と認められる例 登録商標の使用と認められない例

◉不使用により取消される要件　※正当な理由がある場合を除く。
○権利者（又はライセンシー）が
○継続して3年以上日本国内において商標登録※を使用していないとき
※社会通念上同一の商標と認められるものを含む。

○書体のみの変更
永い春（明朝体） 永い春（ゴシック体）○

○平仮名、片仮名、ローマ字の相互変更
ちゃんぴおん チャンピオン○

○異なる意味合いが含まれる変更

○外観が同視されない変更

祭典

採点
さいてん

×

×

×

専用権同　一

類　似

非類似

商標権の効力が及ぶ範囲

登
録
商
標

同　一 類　似

指定商品又は指定役務

非類似

禁止権

× × ×
×
×

禁止権

禁止権

×印には商標権の効力は及ばない

1918

■ 

知
財
の
権
利
化

■ 

知
財
の
権
利
化



＜産業財産権制度に関する相談⑤＞
●意匠制度とは？

知財の権利化
＜手続に関する相談①＞
●特許と実用新案の権利化手続の違いと、費用の違いについて教えて欲しい。

知財の権利化

ハンカチなどの平面
的なものを表す場
合は、各図同一縮尺
で作成した表面図及
び裏面図による一
組の図面となる。

特
許
出
願

方
式
審
査

実
体
審
査

出
願
審
査
の
請
求

拒
絶
理
由
通
知

意
見
書

補
正
書

拒
絶
査
定

特
許
査
定

設
定
登
録

特
許
公
報
の
発
行

応答なし

解消せず

解消

実
用
新
案
登
録
出
願

方
式
審
査

設
定
登
録

公報の発行

公開特許公報の発行
（1年6月経過後）

特許権の発生
★特許料の支払いがなければ
出願却下

４年目以降の特許料納付により
出願から最長20年（権利維持）

１年以内に検討
○優先権主張を伴う出願

実 用 新 案

特 　 　 許

42,000円+
1請求項につき1,000円

出願から最長10年で
権利満了

実用新案技術評価請求

拒絶理由
あり

拒絶理由
なし

出願から3年以内
（出願人、第三者）

出願手数料と
３年分の登録
料を一括納付

特許料納付

実用新案特　　許

考案：物品の構造・形状・組合せ

図面は必ず添付

無 審 査

出願から2、3ヶ月

出願から10年

約2万円

技術評価書を提示し警告後でなければダメ

発明：物、方法、物を生産する方法

図面は必要なとき

実体審査あり

審査請求から平均30ヶ月（最終処分まで）

出願から20年

約15万円

排他的権利　独占して使用できる

量産できること
×自然物を意匠の主体に使用したもので量産できないもの
×純粋美術の分野に属する著作物

基本的には特許の新規性と同じ
×同一の意匠のほか、類似する意匠は新規性なし

×公序良俗を害するおそれがある意匠
×他人の業務に係る物品と混同を生じさせるおそれがある意匠
×物品の機能を確保するために不可欠な形状

×公知の意匠やモチーフに基づいて
　容易に創作された意匠

飛行機 ボールペン 包装用容器 チョコレート 管鍵手 半導体素子

意匠登録第1216465号 意匠登録第1199219号 意匠登録第1183810号 意匠登録第1142771号 意匠登録第1311466号 意匠登録第1290030号

権利対象

出願手続
願書・請求の範囲・明細書・図面・要約書

実体審査

権利化困難度

権利化までの期間

権利存続期間

出願費用
登録から3年分

権利行使

工業上利用できること

新しい（新規性）

創作性があること
（進歩性）

意匠登録を受けることが
できない意匠に該当して
いないこと

特許も実用新案も差はない

意匠法が保護するのは「物品」のデザイン

エッフェル塔の置物

プラグの形状

エッフェル塔

◉意匠図面
　立体を表す図面は、正投影図法により各図同一縮尺で作成した正面図、背面図、左側面図、右側面図、平面
図及び底面図を持って一組として記載します。

【正面図】 【背面図】

【平面図】 【底面図】

【左側図面】 【右側図面】

【表面図】 【裏面図】

【例：ハンカチ】
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＜手続に関する相談②＞
●商標の権利化手続と、費用について教えて欲しい。

知財の権利化
＜手続に関する相談③＞
●意匠の権利化手続と、費用について教えて欲しい。

知財の権利化

◉意匠登録出願の流れ◉商標登録出願の流れ

登録料納付 商標公報の発行

公開公報の発行

更新又は権利消滅設定登録

商
標
登
録
出
願

方
式
審
査

実
体
審
査

登
録
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由

拒
絶
理
由
通
知

意
見
書

補
正
書

拒
絶
査
定

拒
絶
査
定
不
服
審
判登

録
査
定

出　願　料

3,400円+8,600円
×区分数

出願手数料
3,400円+（8,600円×区分数2）

=20,600円

存続期間の更新
○10年ごとに更新を繰り返すことで
半永久的な権利として存続

商標権の発生
★登録料の支払いがなければ
出願却下

※平成24年4月1日以降納付分より、 第
11年～第20年の登録料が33,800円
から16,900円に引き下げられました。

【書類名】 商標登録願

【整理番号】 001

【提出日】 令和　　年　　月　　日

【あて先】 特許庁長官　　　　　　　殿

【商標登録を受けようとする商標】

【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
　　【第25類】

　　【指定商品（指定役務）】洋服、コート、下着

　　【第２６類】

　　【指定商品（指定役務）】刺しゅうレース生地

【商標登録出願人】
　　【識別番号】　　　012345678

　　【氏名又は名称】　商標株式会社

　　【代表者】　　　　商標　太郎　　　印又は識別ラベル　　　　　　

　　【電話番号】　　　03（3581）1101

【手数料の表示】
　　【予納台帳番号】

　　【納付金額】　　　20600

○意匠を出願するには、所定の様式に従って、願
書、図面を作成して特許庁に提出（出願）する必
要があります。 

○意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面
に代わるものとして写真、ひな形あるいは見本
による出願も可能です。 

○さらに、これらの図面だけでは、意匠を十分に
表現することができないときは、断面図、拡大
図、斜視図、参考図などを加えて、 出願する意
匠を十分に表現することが重要です。

○費用
出願手数料：16，000円
登　録　料：（1～3年）毎年   8，500円
　　　　　  （4年～  ）毎年 16，900円

【書類名】 意匠登録願

【整理番号】 NS250R

（【提出日】  令和○○年○○月○○日 ）
【あて先】 特許庁長官　　　　　　　殿

【意匠に係る物品】 乗用自動車
【意匠を創作した者】
　　【住所又は居所】　東京都千代田区霞が関3丁目4番3号

　　【氏　　　　名】　特許 太郎

【意匠登録出願人】
　　【識別番号】　　　012345678

　　【住所又は居所】　東京都千代田区霞が関3丁目4番3号

　　【氏名又は名称】　特許 太郎    印又は識別ラベル

　　【電話番号】　　　03-3581-1101

【手数料の表示】
　　【予納台帳番号】　123456

　　【納付金額】　　　16000

【提出書類の目録】
　　【物件名】　　　　図面 1

（【意匠に係る物品の説明】）
　　○○○○○・・・

【意匠の説明】
　　左側面図は右側面図と対象にあらわれる。

○商標登録出願を行う際には、「商標登録を受け
ようとする商標」と共に、その商標を使用する
「商品」又は「サービス」を指定し、商標登録願に
記載します。
　●登録を受けたい商標 
　●区分 　●指定商品（指定役務） 

○商標法では、サービスのことを　「役務（えき
む）」といい、指定した商品を「指定商品」、指定
した役務を「指定役務」といい、この指定商品・
指定役務によって、権利の範囲が決まります。

○費用
出願手数料：3,400円＋区分数×8,600円
登録料（全額納付）：区分数×28,200円
　　　（分割納付）：区分数×16,400円
更新登録申請手数料：
　　　（全額納付）：区分数×38,800円
　　　（分割納付）：区分数×22,600円

応答なし

有

無

拒絶理由
有り

拒絶理由
無し

解消せず

10年10年

解消

登　録　料

28,200円×区分数…10年分
（分納16,400円×区分数）

出願の公開
○金銭的請求権の発生

登録料納付

意匠公報の発行設定登録

意
匠
登
録
出
願

方
式
審
査

実
体
審
査

拒
絶
理
由
通
知

意
見
書

補
正
書

拒
絶
査
定

拒
絶
査
定
不
服
審
判登

録
査
定

出　願　料

16,000円

意匠権の発生
★登録料の支払いがなければ出願却下
○権利期間は登録から最長20年
（19.3.31以前の出願は最長15年）
○年金の支払いがなければ権利は消滅

応答なし

解消せず

解消

登　録　料

1～  3年　毎年 8,500円
4～20年　毎年16,900円※

★意匠は図面で示す
★一意匠一出願
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＜中間処理に関する相談＞
●特許庁から拒絶理由通知が届いた。どう対応したら良いのか教えて欲しい。

知財の権利化
＜特許料の納付に関する相談＞
●特許料の第４年分以降の納付期限が過ぎてしまった。救済処置があれば教えて欲しい。

知財の権利化

　納付期限内に特許料の納付がなかったときは権利が消滅しますが、納付期限を過ぎてしまっ
た場合でも、6月以内であればその特許料及びそれと同額の割増特許料を納付すれば、引き続
き権利を維持することができます。（特許法第112条）

　特許庁から納付期限日の通知等はありません。
　納付期限徒過による権利失効のないよう、権利者においてきちんと管理することが重要です。

　特許料等の納付徒過による権利失効を防止するため、権利者の申し出（「自動納付申出書」の
提出）により、個別に納付書を提出することなく、予納台帳または銀行口座振替により特許料等
の引き落としを可能とする「自動納付制度」が導入されています。
参照： https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/nohu/jidounoufuseido.html

　拒絶理由通知が届いた場合、指定された期間内に意見書、手続補正書を提出することができ
ます。記載方法については、必要に応じて窓口担当者および知財専門家が支援いたします。

第1年

拒絶理由あり

応答なし

解消せず

解　　消

拒絶理由なし

第2年 第3年 第4年

特 許 料 の 納 付 日 例

2019.7.6 2020.7.6 2021.7.6 2022.7.6 2023.7.6

設定登録（登録日）

第1～3年の特許料を納付済みにつき、
3年間（2022.7.6まで）権利を維持

第4年の特許料納付期限

2022年7月6日までに第4年の特許
料を納付すれば、2023年7月6日まで
権利を維持

2022年7月6日までに第4年の特許料
を納付できなかったとき、2023年1月6
日までに倍額納付すれば権利を維持

2023.1.6

実
　
体
　
調
　
査

拒
絶
理
由
通
知

意
　
見
　
書

補
　
正
　
書

拒
絶
査
定

登
録
査
定

【書類名】　意見書
【提出日】　令和　　年　　月　　日
【あて先】　特許庁審査官　　　　　　殿
【事件の表示】
　【出願番号】

【特許出願人】
　【識別番号】

　【氏名又は名称】

　【代表者】

【発送番号】
　【意見の内容】

　【証拠方法】

　【提出物件の目録】

【書類名】　手続補正書
【提出日】　令和　　年　　月　　日
【あて先】　特許庁審査官　　　　　　殿
【事件の表示】
　【出願番号】

【補正をする者】
　【識別番号】

　【氏名又は名称】

　【代表者】

【発送番号】
【手続補正１】
　【補正対象書類名】

　【補正対象項目名】

　【補正方法】

　【補正の内容】

拒
絶
査
定
不
服
審
判
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＜商標の更新に関する相談＞
●商標の更新手続を忘れていた。救済処置があれば教えて欲しい。

知財の権利化
＜海外展開に関する相談①＞
●外国で特許を出願したい。その手続と費用について教えて欲しい。

事業展開

詳細は、窓口へご連絡ください。

◉外国出願費用の一部を助成する制度があります。
○補助率：掛かる費用の1/2以内
○補助額：1企業に対する上限額：300万円（複数案件の場合）

案件ごとの上限額：特許150万円、実用新案・意匠・商標60万円
冒認対策商標（※）：30万円
（※）冒認対策商標：第三者による抜け駆け出願（冒認出願）の対策を目的とした商標出願

○補助対象経費：外国特許庁への出願料、国内・現地代理人費用、翻訳費等

外国出願費用 （目安）：約100万円×国数

更新登録料 一括納付 38，800円×区分数 … 10年分
分割納付 22，600円×区分数 …　5年分

○特許権の効力は、取得した国の領域内に限られ、
　その領域を超えて外国まで及ばない。

○外国で製造、販売、使用する場合は、その国においても権利の取得が重要。

　更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了日前6月から満了の日までの間にしなければな
りません。
商標権の存続期間満了前に更新登録の申請をすることができないときは、満了後、6月以内で
あれば、更新登録料と同額の割増登録料とともに申請をすることができます。

属地主義

直 接 出 願

P C T 国 際 出 願

更 新 登 録 申 請 の 手 続

国内出願 A国言語出願 B国言語出願

日　本 A　国 B　国

日本出願 A国言語出願

PCT国際出願

B国言語出願

日　本 A　国 B　国

パリ条約ルート出願

国内出願

A国言語出願 B国言語出願

日　本 A　国 B　国

A国言語出願 B国言語出願

PCT国際出願

国内出願

C国言語出願

A　国 B　国 C　国

12ヶ月

30ヶ月
30ヶ月

○国内出願日が優先日となる。
○日本語での出願が可能
○特許権を取得したい国から日本を除外
する。
　⇒国内優先権主張として扱われるため、
「みなし取り下げ」となってしまう。

優先権を主張できないため、国内出願と同様に各国へ出願する 国内出願日が優先日となる。

○日本語での出願
が可能
○国際出願日が優
先日となる。

設
定
登
録
日

満
　
了
　
日

満
了
日
翌
日

満
　
了
　
日権利継続期間10年

6月 6月

10年

更新登録申請の期間
更新登録料（38,800×区分数）

更新登録の申請は商標権の存続期間の満
了前6月から満了の日までの間にしなけ
ればなりません。

更新登録申請の追納期間
更新登録料（38,800×区分数）

+
同額の割増登録料

商標権の存続期間満了前に更新登録の申
請をすることができないときは、満了後、
6月以内であれば、更新登録料と同額の割
増登録料とともに申請をすることができ
ます。
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＜海外展開に関する相談③＞
●外国に意匠を出願したい。その手続と費用について教えて欲しい。

事業展開
＜海外展開に関する相談②＞
●外国に商標を出願したい。その手続と費用について教えて欲しい。

事業展開

基 本 手 数 料

公 表 手 数 料

追 加 手 数 料

標準指定手数料

1意匠目

２意匠目以降、１意匠ごとに

公表される１複製物ごとに

複製物を記載した書面の２頁目以降、追加頁ごと

意匠の説明が１００単語を超えた１単語ごと

等級１
 １意匠目

 ２意匠目以降、１意匠ごと

397 スイスフラン

19 スイスフラン

17 スイスフラン

150 スイスフラン

2 スイスフラン

42 スイスフラン

2 スイスフラン

H29.11月時点の金額

◉国際出願
○出願書類　WIPO国際事務局（直接出願）
　　　　　　日本国特許庁経由（間接出願）
○一通の出願書類で
　　　　　　⇒ ●複数国へ出願可能（指定締約国として）
　　　　　　　 ●最大100までの意匠を含めた出願可能
○出願人が選定した単一の言語による出願手続き
○代理人の選任は任意

○基礎となる商標が日本特許庁へ出願（基礎出願）
　若しくは登録（基礎登録）されていること
○商標（マーク）が同一であること
○指定する商品及び役務が同一又はその範囲内であること
○出願人又は名義人が同一であること

出 願 人

直
接
出
願
ル
ー
ト

間接出願ルート

日本国特許庁

世界知的所有権機能（WIPO）
国際事務局

出願書類
　願書（DM/1)
　図面又は写真

国際出願の手数料
　基本手数料
　指定手数料
　公表手数料

送信手数料
　（間接出願のみ）

○審　査
○登　録

基 本 手 数 料

付 加 手 数 料

追 加 手 数 料

個 別 手 数 料

１）標章が色彩付でない場合（白黒）

２）標章が色彩付である場合（カラー）

一指定国ごとに

標章の国際分類の数が３を超えた１区分ごとに

付加手数料及び追加手数料に代えて、個別手数料の
受領を宣言している締約国を指定する場合

各締約国ごとに
定める額

653 スイスフラン

903 スイスフラン

100 スイスフラン

100 スイスフラン

H30.4月時点の金額

条　件

A国特許庁
○審　査
○登　録

B国特許庁

○登　録

C国特許庁
○審　査
○登　録

A国特許庁
○審　査
○登　録

B国特許庁

マドプロ出願直 接 出 願

○登　録

C国特許庁

◉商標の国際登録

自己の国内商標出願又は商標登録

日本国特許庁
（本国官庁）

出　願　人出　願　人

日　本

WIPO
国際事務局A国願書

A国代理人

B国願書

B国代理人

C国願書

C国代理人 出
願
日

○各国の出願
　フォーマット
○各国の言語

○英語で出願書類を１通
作成
○出願希望マドプロ締約
国（複数国可）を指定
○日本国特許庁へ出願

○出願書類の方式審査
○基礎との同一性の審査
○国際事務局への通知

○国際登録簿に登録
○指定国への通知
○商標権の一元管理
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＜権利侵害に関する相談①＞
●他社から当社製品が権利侵害しているとの警告書が届いた。
　どのように対応すればよいのか？

事業展開
＜海外展開に関する相談④＞
●海外への事業展開における知的財産のリスクと、その対応方法を教えて欲しい。

事業展開

まずは、窓口へご相談ください。
専門家と連携して支援します。

相手に連絡をする前に、弁護士・弁理士など専門家に相談する必要があります。

警告書の目的

権利の有効性

侵害可能性

信用毀損行為
（不正競争防止法）

◉警告書が届いたら
○初動対応の重要性（あわてず・騒がず・冷静に）
○技術的範囲の属否判定
○侵害回避策の検討
○無効理由の調査　　など。

◉海外進出で予想される問題
１. 各種情報の流出　２. 自社の権利が行使できない(取られる)　３. 模倣品の出現

◉他社特許に抵触する場合の対抗措置
○設計変更　○実施許諾の申し入れ　○製造・販売の中止
○先使用権の主張　○クロスライセンス　○（最終的には）無効審判　等

◉海外知的財産プロデューサーの派遣制度がご利用できます
　海外進出に際して、知財の面で無防備に進出すると、進出先において単に技術を吸い取られ、最悪
の場合、撤退や多額の賠償責任を負う等といった事態になりかねません。
　企業での豊富な知財経験と海外駐在経験を有した海外知的財産プロデューサーが御社のお悩み・
ご心配ごとに対して「転ばぬ先の杖」となり、海外での知財リスクを低減するべく支援する制度です。

○不用意な回答をさける（冷静に判断）
○警告者の目的？（誰から？差止、賠償、ライセンス？）
○回答期日までに、何らかの返答（誠意を見せる）

○特許原簿（経過情報）にて正当な権利者か確認
○権利期間の確認（権利消滅していないか）

○特許公報を取り寄せて内容確認
○出願書類を取り寄せて審査経過を確認
○クレームと自社製品の対比判断（専門家に依頼）
○技術的範囲外と判断した場合は理由を述べて回答。万一に備えて応訴準備。

○競争関係にある他人の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為
（非侵害や無効理由が明らかな場合に対するカウンターとして活用できる）

○自社権利＝『活用できる権利』を取る ⇒ 目的を明確にした知財(権利)の取得

○他社権利＝自社の活動を制限されない範囲での対応を考える
　　　　　　⇒ 権利化以外の防衛手段を考える（公知化など）

対　策 ❶ 情報管理の徹底

流出原因の大半 
　⇒「社内体制の未整備」

国内で出来ていないことは、
海外でも出来ていない！！

先ずは、『社内での情報管理体制の構築』が肝心！！

自社の事業活動が『自由にできる舞台』を構築する！！

『自社で出来る対策』

対　策 ❷ 自社権利の確保、他社権利への対応

○全てのビジネス条件は、契約で決まる
○問題発生時は、契約が『最後の砦』である
○契約内容の確認の徹底（自分の責任）

契約したからと安心しない＝『実際に履行される』事が重要！！

対　策 ❸ 契約の重要性

【問題】 ●放置すると真正品が駆逐される⇒市場を失う
 ●ブランドに傷がつく⇒信用を失う⇒事業全体に悪影響
 ●対策費用⇒知財確保、摘発にはお金がかかる

【対策】 ●早い時期に摘発を実施、しつこく対応する
 ●模倣品が出にくい工夫、出ても発見しやすい工夫
 ●海外進出目的に沿った対応を検討する

対　策 ❹ 模倣品対策
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＜権利侵害に関する相談②＞
●他社が当社の権利を侵害しているのを発見した。どのように対応すればよいのか？

事業展開

まずは、窓口へご相談ください。
専門家と連携して支援します。

※刊行物等提出書：他人が特許出願した発明が特許になるのを阻止するため、又は特許が無
効である可能性を知らせるための情報を特許庁に提供する手続のこと。匿名による提出も
可能。

権利の活用・侵害への対応

◉侵害製品をみつけた場合
こちらの主張に間違いがないかどうか？
○自己の特許権が存続していることの確認
○侵害品等を取り寄せる等して相手方の実施技術とこちらの特許権の権利範囲（特許請求の範囲）の比較
○相手方の技術実施の状態の検討

⇒特許権の侵害が成立しているかを確認する。
⇒更に、自己の特許に無効理由がないかどうかを確認する。

権
利
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利
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用
）

公開情報

刊行物等
提出書

定期的な他社特許の監視、問題特許の早期発見

設定登録
特許権存続

特許出願

第
三
者
の
対
応

（
権
利
阻
止
）

侵害に対する権利行使
○民事上の救済措置
○刑事上の罰則

警告への対応
○特許権存在の確認
○特許発明の技術的範囲の
　検討

侵害への対応
十分な確証が得られた場合

特許権の活用
○自己実施
○ライセンス
○譲渡等

受入 非受入

和　解

警　告

控訴、仲裁

刊行物等
提出書 無効審判

技術的範囲に属する
場合の最終対抗手段

権利付与後
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